
 

（
別
紙
） 

 

前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
三
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

第
五
条 

令
第
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
前
払
式
証
票
は
、
次
に
掲
げ
る
前
払
式
証
票

と
す
る
。 

 

一 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
を
設
置

す
る
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
が
専
ら
そ
の
生
徒
又
は
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
発
行
す
る
前
払
式
証
票
（
専
ら
当
該
生
徒
等
が
使
用
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

学
校
教
育
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
設
置
す
る
者
が
専
ら
そ
の
生
徒
（
特

定
課
程
を
履
修
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
生
徒
等
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
発
行
す
る
前
払
式
証
票
（
専
ら
当
該
生
徒
等
が
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
） 

 

２ 

（
略
） 

 

第
六
条 

令
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
前
払
式
証
票
は
、
専
ら
特
定
の
学
校
等
（
学

校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
同
法
第
百
三
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。
）
の
学
生
、
生
徒
（
各
種
学
校
の
生
徒
に
あ
っ
て
は
、
前

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
課
程
を
履
修
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
児
童
又
は
職
員
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
学
生
等
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
学
校

等
関
係
者
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
供
さ
れ
る
売
店
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
施
設
」

と
い
う
。
）
に
係
る
事
業
を
営
む
も
の
が
専
ら
当
該
学
校
等
関
係
者
に
対
し
て
発
行
す
る
前
払
式
証
票
（

当
該
学
校
等
関
係
者
に
係
る
施
設
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す

る
。 

第
五
条 

令
第
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
前
払
式
証
票
は
、
次
に
掲
げ
る
前
払
式
証
票

と
す
る
。 

 

一 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
を
設

置
す
る
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
が
専
ら
そ
の
生
徒
又
は
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
発
行
す
る
前
払
式
証
票
（
専
ら
当
該
生
徒
等
が
使
用
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
設
置
す
る
者
が
専
ら
そ
の
生
徒
（
特
定

課
程
を
履
修
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
に

対
し
て
発
行
す
る
前
払
式
証
票
（
専
ら
当
該
生
徒
等
が
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

） 
 

２ 

（
略
） 

 

第
六
条 

令
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
前
払
式
証
票
は
、
専
ら
特
定
の
学
校
等
（
学

校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
同
法
第
八
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。
）
の
学
生
、
生
徒
（
各
種
学
校
の
生
徒
に
あ
っ
て
は
、
前

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
課
程
を
履
修
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
児
童
又
は
職
員
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
学
生
等
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
学
校

等
関
係
者
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
供
さ
れ
る
売
店
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
施
設
」

と
い
う
。
）
に
係
る
事
業
を
営
む
も
の
が
専
ら
当
該
学
校
等
関
係
者
に
対
し
て
発
行
す
る
前
払
式
証
票
（

当
該
学
校
等
関
係
者
に
係
る
施
設
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す

る
。 

     


